
茅ヶ崎市斎場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和７年１２月２５日 

茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市条例第４１号 

茅ヶ崎市斎場条例の一部を改正する条例 

茅ヶ崎市斎場条例（平成４年茅ヶ崎市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表火葬室の項中 

 

      ０ ８０，０００  １０，０００ ９０，０００  

      ０ ５０，０００  ６，０００ ５４，０００  

      ０ ５０，０００ を ６，０００ ５４，０００ に改める。 

      ０ ５０，０００  ６，０００ ５４，０００  

      ０ ２５，０００  ３，０００ ２７，０００  

 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 火葬室の使用の承認の申請がこの条例の施行の日前にされた場合における当該申請に

対する承認に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 
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